
 
 別紙２

 公安委員会が認める者の審査基準

業 務 名 　安全運転管理者等講習業務の委託（道路交通法第１０８条の２第１項
第１号及び第３項）

認 定 根 拠 　道路交通法施行規則第３８条の３（講習の委託を公安委員会が認める
もの）

審 査 基 準 １　講習を行うのに必要かつ適切な組織を有する者として次に掲げる要
　件を満たしていること。 
　(１)　役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
　　者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを
　　問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
　　らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含
　　む。）のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。 
　　ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
　　イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　　ることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 
　　ウ　集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違
　　　法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある
　　　者 
　　エ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
　　　律第７７号）第１２条若しくは第１２条の６の規定による命令又
　　　は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、
　　　当該命令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの
　　オ　アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 
　　カ　精神機能の障害により講習を適正に行うに当たって必要な認知、
　　　判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者 
　(２)  道路における交通の安全に寄与することを主たる目的としている
　　こと。 
　(３)　奈良県内に主たる事業所を有していること。 
  (４)　講習に従事する職員と直接的な雇用関係にあること。 
　(５)　講習における指導に必要な能力を有する者を当該講習を行うため

 　　に必要な数以上有していること。
  (６)　負債の額が総資産の額を上回らない等収益、資産その他の財務基

 　　盤が安定していること。
  (７)　国税及び地方税に未納がないこと。 
２　講習を行うのに必要かつ適切な設備を有する者として、施設、教材
　その他の講習を行うために必要な設備を有し、又は調達することがで
　きること。 
３　講習を行うのに必要かつ適切な能力を有する者として次に掲げる要
　件を満たしていること。 
　(１)　事業所及び講習に従事する職員が、講習に関する問合せ等に適切

 　　に対応できる能力を有すること。
　(２)　講習に関して問題が生じた場合に、即時に対応し、解決する能力

 　　を有すること。
　(３)　講習を行うために必要な者を当該講習の実施場所に必要な数配置

 　　することができること。
  (４)　個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６
　　条第２項において準用する同条第１項の規程により、個人情報の安

 　　全確保の措置を講じることができること。
　(５)　講習に関する事務を的確に遂行するに足りる経理的基礎を有する
　　ことを明らかにする書類を提出することができること。


